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建設工事請負契約書作成の手引き 
令和６年４月１０日改正 

 

 玉村町が発注する建設工事の受注者は、この手引きを参考にして契約書を作成してください。 

１．建設工事請負契約書（玉村町財務規則様式第３８号ア（第１４７条関係）） 
該当条項 記入内容及び補正内容等 

収入印紙 発注者が保管する契約書 1 通に、印紙税法において定められた金額の収入印紙

を貼付し、受注者のみが消印します。 

１ 契約番号 
２ 工事名 
３ 工事場所 
４ 工期 

契約担当課の指示に従い、指名通知書又は入札公告（以下「指名通知書等」と

いう。）に記載されている内容を記載します。 
落札者には、「落札者あて事務連絡」を渡します。 

５ 請負代金額 
 

１ 請負代金額欄には、次の金額（落札金額）を記載します。 
(1) 消費税の課税業者：入札金額＋入札金額の１０％（消費税及び地方消費税）

 (2) 消費税の免税業者：入札金額＋入札金額の１０％  
２ 消費税及び地方消費税額の記載 

(1) 消費税の課税業者：入札金額の１０％を記載します。 
(2) 消費税の免税業者：「（うち取引に係る消費税及び地方消費税額   円）」

            を削除（又は見え消し２重線）します。 
６ 契約保証金 
 

１ 契約保証金は、債務不履行の事態が発生した場合に発注者が受ける損害を補

填するため、契約の締結にあたり契約金額の１０％以上を納付していただくも

のです。 
２ 指名通知書等に「免除」または「無」と記載されている場合は、「免除」と

記載します。  
３ 契約保証金は、現金、有価証券（国債及び地方債）、金融機関の保証、前払

保証会社の保証、履行保証保険及び履行保証証券のいずれかから選択すること

ができます。 
４ 現金又は現金に代わる担保（有価証券、銀行の保証及び東日本保証株式会社

の保証）を納める場合は、当該金額を記載します。 
  ※現金で納める場合は、納付書を用意する都合がありますので、事前に契約

担当課へご連絡ください。 
５ 契約保証金の納付に代えて履行保証保険契約に係る証券を提出する場合は

「免除（履行保証保険）」と記入します。  
６ 受注者が、契約保証金の納付に代えて公共工事履行保証証券を提出する場合

は「免除（履行ボンド）」と記入します。  
７ 解体工事に要す

る費用等 
１ 当該工事が建設リサイクル法の対象工事である場合は、「別紙のとおり。」と

記載し、該当となる「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」に必要事項を

記載のうえ，工事請負契約約款の末尾に綴じ込みます。 
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２ 当該工事が建設リサイクル法の対象工事でない場合は、「対象外工事」と記

載します。 
本書○通 １ 発注者分１部、受注者分１部を作成しますので「２」を記入します。  

２ 共同企業体の場合は、各構成員分の契約書も作成しますので、「１＋共同企

業体の構成員数」を記入します。  
契約締結日 契約担当課の指示に従います。 

発注者  
所在地 
代表者 

記載する必要はありません。 

受注者 
 住所又は所在地 

商号又は名称 
代表者 

１ 法人の場合 
 「住所又は所在地 入札参加資格者名簿に登録した住所又は所在地 

 商号又は名称  商号 
 代表者     役職名 代表者氏名            」 
と記載し、代表者印を押印します。 

２ 共同企業体の場合 
 「共同企業体名の名称   共同企業体名           」 

「代表者 住所又は所在地 入札参加資格者名簿に登録した住所又は所在地 
商号又は名称  商号又は名称 
代表者     役職名 代表者氏名            」

「構成員 住所又は所在地 入札参加資格者名簿に登録した住所又は所在地 
商号又は名称  商号又は名称 
代表者     役職名 代表者氏名            」

と記載し、各構成員の代表者印を押印します。 
３ 個人の場合 
 「住所又は所在地 入札参加資格者名簿に登録した住所又は所在地 

 商号又は名称  屋号 
代表者     役職名 氏名                」 

と記載し、押印します。 
４ 入札参加資格者名簿において契約締結権限を委任している場合は、委任先の

内容を記載し、受任者印を押印します。 
綴じ方 
 

契約書、約款、設計図書を袋とじにし、表面及び裏面の糊付け部分に割印を押

印します。なお、設計図書の位置図や図面は綴じ込みを省略できます。 
※１ 設計図書等への質問回答があった場合には、必ず「質問回答書」を追記

事項として設計図書の後に綴じ込んで契約書を作成してください。 
※２ 建設リサイクル法の対象工事である場合は、該当となる書面を「約款」

の末尾に綴じ込んで契約書を作成してください。 
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２．建設工事請負契約約款 

該当条項 記入内容及び補正内容等 
文字、項、条の加入、

訂正、削除の方法 
１ ○字加入する場合は、「○字加入」と欄外に記載します。  
２ ○字訂正する場合は、「○字訂正」と欄外に記載します。  
３ ○字削除する場合は、「○字削除」と欄外に記載します。  
４ 項や条を加入、訂正、削除する場合も同様に、「第１０条第１項第２号（Ａ）

削除」などと記載します。  
５ 記号（句読点、かぎ、括弧等）は字数として数えません。  
６ 「○字加入」などと記載した箇所には、訂正印を押印します。  

（総則） 
第１条 

 建築工事の場合は、「設計書、」（３字）を削除（又は見え消し２重線）しま

す。建築工事以外は、削除しません。 

（契約の保証）  
第４条 
 

指名通知書等で契約保証金の納付を「免除」とされた場合は、本条を削除（又

は見え消し２重線）します。ただし、履行保証証券又は履行保証保険に係る書

類の提出により結果的に契約保証金の納付が免除される場合は削除しません。

（現場代理人及び主

任技術者等） 
第１０条第１項第２

号 

次のとおり削除（又は見え消し２重線）及び記載します。 
１ 契約金額が 4,000 万円（建築一式は 8,000 万円）未満の場合 
 （Ａ）はそのまま記載し、（Ｂ）及び（Ｃ）を削除（又は見え消し２重線）

します。 
 

【例】 
 （Ａ）［   ］主任技術者 
 （Ｂ）［   ］監理技術者 

（Ｃ）監理技術者補佐（建設業法第２６条第３項ただし書に規定する者をい

う。以下同じ。） 
 

２ 契約金額 4,000 万円（建築一式は 8,000 万円）以上で、下請金額の合計が

4,500 万円（建築一式は 7,000 万円）未満の場合又は下請の予定がない場合

 （Ａ）［専任の］主任技術者とし、（Ｂ）及び（Ｃ）を削除（又は見え消し２

重線）します。 
 
【例】 
 （Ａ）［専任の］主任技術者 
 （Ｂ）［     ］監理技術者 

（Ｃ）監理技術者補佐（建設業法第２６条第３項ただし書に規定する者をい

う。以下同じ。） 
 

３ 契約金額 4,000 万円（建築一式は 8,000 万円）以上で、下請金額の合計が

4,500 万円（建築一式は 7,000 万円）以上で管理技術者を専任とする場合 
 （Ａ）を削除（又は見え消し２重線）し、（Ｂ）［専任の］管理技術者とし、
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（Ｃ）も削除（又は見え消し２重線）します。 
 
【例】 
 （Ａ）［     ］主任技術者 
 （Ｂ）［専任の］監理技術者 

（Ｃ）監理技術者補佐（建設業法第２６条第３項ただし書に規定する者をい

う。以下同じ。） 
 

４ 契約金額 4,000 万円（建築一式は 8,000 万円）以上で、下請金額の合計が

4,500 万円（建築一式は 7,000 万円）以上の場合で管理技術者を非専任とす

る場合 
（Ａ）を削除（又は見え消し２重線）し、（Ｂ）［非専任の］管理技術者とし、

（Ｃ）も削除（又は見え消し２重線）します。 
 

【例】 
 （Ａ）［     ］主任技術者 
 （Ｂ）［非専任の］監理技術者 

（Ｃ）監理技術者補佐（建設業法第２６条第３項ただし書に規定する者をい

う。以下同じ。） 
（支給材料及び貸与

品） 
第１５条 

「設計図書に定めるところ」によりますので、工事材料の支給がなくても削除

する必要はありません。 

（条件変更等） 
第１８条 

 建築工事の場合は、「設計書、」（３字）を削除（又は見え消し２重線）しま

す。建築工事以外は、削除しません。 

（請負代金額変更に

代える設計図書の変

更） 
第３０条第１項 

第１５条を削除しませんので、「第１５条、」を削除する必要はありません。 

（前金払及び中間前

金払） 
第３４条 

指名通知書等で前金払を「前払金無し」とされた場合は、本条を削除（又は見

え消し２重線）します。 

（保証契約の変更）

第３５条 
（前払金の使用等）

第３６条 
（部分払） 
第３７条 

指名通知書等で部分払を「部分払無し」とされた場合は、本条を削除（又は見

え消し２重線）します。 
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（火災保険等） 

第５４条 

１ 「設計図書に定めるところ」によりますので、削除する必要はありません。 
２ 第１５条は削除しませんので、第１項「（支給材料を含む。以下この条に

おいて同じ。）」を削除する必要はありません。 

以下については、契約の形態により必要に応じて作成してください。 
【０町債の場合】 
（債務負担行為に基

づく特則） 
第５７条 

０町債に係る契約の場合は、第５７条に次の条文を加えます。 
「（債務負担行為に基づく特則） 
第５７条 前払金及び部分払い金の請求時期は、○○年４月１日以降とする。」

【０町債を除く債務負

担行為の場合】 

（債務負担行為に係

る契約の特則） 

第５７条 

 

 

 

 

 

 

１ 債務負担行為に係る契約でない場合は削除（又は見え消し２重線）します。

※又は 初から、約款の条文から除いておく。  
２ 債務負担行為に係る契約の場合は、本条を第５７条とし、以下の記入例（請

負金額２億円の場合）に従って記入します。  

【記載例】 

（１）第１項（支払限度額） 

  令和○年度 90,000,000 円 ※当該年度の出来高予定額の 90％を記入 

    令和△年度 110,000,000 円  ※残金を記入 

（２）第２項（出来高予定額） 

   令和○年度 100,000,000 円 ※令和○年度の出来高予定額を記入 

令和△年度 100,000,000 円 ※令和△年度の出来高予定額を記入 
【債務負担行為の場合】

（債務負担行為に係

る契約の前金払及

び中間前金払の特

則） 

第５８条 

１ 債務負担行為に係る契約でない場合は削除（又は見え消し 2 重線）します。

※又は 初から、約款の条文から除いておく。 
２ 債務負担行為に係る契約の場合は、本条を第５８条とします。  
３ 契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨

が設計図書に定められているときには、第３項「翌会計年度に支払うべき前

払金相当分及び中間前払金相当分（   円 以内）」に金額を記入します。

 
【債務負担行為の場合】

（債務負担行為に係

る契約の部分払の

特則） 

第５９条 

１ 債務負担行為に係る契約でない場合は削除（又は見え消し 2 重線）します。

※又は 初から、約款の条文から除いておく。 
２ 債務負担行為に係る契約の場合は、本条を第５９条とします。 
３ 第３項中の各年度の部分払の回数は契約担当課に確認のうえ、各年度毎の

回数を記入してください。 
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３．契約時の提出書類 

該当事項 提出の時期等 

契約書 契約締結日までに契約担当課に２部提出。 
※共同企業体の場合は、各構成員分の契約書も

作成しますので、「１＋共同企業体の構成員

数」を提出。 
免税事業者届（該当する場合のみ） 
※１ １事務所につき年度初回のみ。但し、免税期間が

契約締結時に更新されている場合は再度提出する。 
※２ 工期中に免税期間が更新となる場合は、それぞれ

の期間の書類を提出する。 

契約締結日までに契約担当課に１部提出。 

契約保証に関する書類 
※指名通知書等で契約保証金が免除とされた場合を

除き次のいずれかの書類を契約締結時に提出する。 
・契約保証金提出書及び納付済通知書写し 

（契約保証金の現金等による納付の場合） 
・有価証券提出書（国債及び地方債） 
・銀行等の保証書 
・東日本建設業保証事業会社の保証書 
・履行保証保険証券 
・履行保証証券（履行ボンド） 

契約締結日までに契約担当課に１部提出。 

現場代理人等指定通知書 
【添付書類】 
 ・資格者証写し 
 ・監理技術者資格者証写し（監理技術者の場合） 
 ・雇用関係が確認できる書類 
 (例)社会保険の被保検者証の写し 

標準報酬決定通知書の写し 

監理技術者資格者証の写し 

源泉徴収票の写し 

雇用保険被保険者資格取得確認等通知書の写し 

住民税特別徴収税額通知書の写し など 
 

契約締結日までに契約担当課に１部提出。 
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 参 考  

建設リサイクル法対象建設工事の契約書作成時の注意事項について 

玉村町が契約締結する建設工事請負契約において、建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律（以下「建設リサイクル法」という。）第９条第１項に規定する対象建設工事（以下「対象建

設工事」という。）に該当する場合は、「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」に必要事項を

記載のうえ、契約書に綴じ込むこととしましたので、契約書作成の際には、次の事項についてご

注意ください。 
 
対象建設工事                                      

対象建設工事とは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築

工事等で、建設工事の規模が下表に該当するものになります。 

対象建設工事の種類 規模 

建築物の解体工事 床面積の合計   ８０m2 以上 

建築物の新築・増築工事 床面積の合計   ５００m2 以上 

建築物の修繕・模様替等工事（リフォーム等） 請負代金の額   １億円以上 

建築物以外の工作物の工事（土木工事等） 請負代金の額   ５００万円以上 

 
特定建設資材                                      

特定建設資材とは、建設リサイクル法施行令で定められた以下のものになります。 
○コンクリート  
○コンクリート及び鉄からなる建設資材（プレキャスト鉄筋コンクリート版等）  
○木材  
○アスファルト・コンクリート  

 ※対象となる建設資材については具体例を参照してください。 

契約書作成時の注意事項                                 
（１）契約に係る工事が対象建設工事である場合は、建設工事請負契約書の「７ 解体工事に要す

る費用等」の項目に「別紙のとおり」と記載し、該当となる「法第１３条及び省令第４条

に基づく書面」に必要事項を記載のうえ，工事請負契約約款の末尾に綴じ込みます。 
（２）契約に係る工事が対象建設工事でない場合は、建設工事請負契約書の「７ 解体工事に要す

る費用等」の項目に「対象外工事」と記載します。 

※詳細については記載例を参照してください。 

書  式                                       
 「玉村町ホームページ→しごとの情報→入札・契約情報→入札・契約関係様式集」よりダウン

ロードしてください。 
   書式は３種類あり、対象建設工事の種類によって異なりますのでご注意ください。 
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特定建設資材の具体例 
 
 

・特定建設資材であるもの 

特定建設資材名 資材名 
コンクリート 無筋コンクリート、有筋コンクリート 

コンクリートブロック 
コンクリート製インターロッキングブロック 
間知ブロック 
テラゾブロック 
軽量コンクリート 

コンクリート及び鉄からなる建設資材 
（プレキャスト鉄筋コンクリート版等） 

ＰＣ版 
コンクリート平板・Ｕ字溝等二次製品 

木材 木材 
合板 
パーティクルボード 
集成材（構造用集成材） 
繊維板（インシュレーションボード） 
繊維板（ＭＤＦ） 
繊維板（ハードボード） 

アスファルト・コンクリート アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混

合物・改質再生アスファルト混合物 
アスファルト処理混合物・再生加熱アスファル

ト処理混合物 

 

・特定建設資材ではないもの 

資材名  資材名 
レジンコンクリート  セメント処理混合物 
セメント瓦  粒度調整砕石 
モルタル  再生粒度調整砕石 
ＡＬＣ版  クラッシャラン 
窯業系サイディング（押し出し成形版）  再生クラッシャラン 
普通れんが  アスファルト・ルーフィング 
繊維強化セメント板（スレート）  木質系セメント板（木毛・木片） 
粘土瓦  竹 
タイル  樹脂混入木質材（ハウスメーカー製品） 
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記 載 例  １．指名通知書に「免除」または「無」と

記載されている場合は、「免除」と記載

します。 

２．現金または現金に代わる担保（有価証

券、金融機関の保証及び東日本保証㈱

の保証）を納める場合は、当該金額を

記載します。 

３．契約保証金の納付に代えて履行保証保

険契約に係る証券を提出する場合は、

「免除（履行保証保険）」と記載します。

４．契約保証金の納付に代えて公共工事履

行保証証券を提出する場合は、「免除

（履行ボンド）」と記載します。 

 １．契約に係る建設工事が対象建設工事の場合は、

「別紙のとおり」と記載します。 

２．契約に係る建設工事が対象建設工事でない場

合は、「対象外工事」と記載します。 

 

 １．発注者分１部、受注者分１部を作成するため、「２」と記載します。

２．共同企業体の場合は、各構成員分の契約書も作成するため、「１＋共

同企業体の構成員数」を記載します。 

 



- 10 - 
 

 

 １．作業内容の該当事項の「□にチェック」をします。 

２．作業内容が有の場合は、分別解体等の方法の該当事項の「□にチェック」

をします。 

記 載 例 

 １．解体工事がある場合は、「当該金額」を記載します。

２．新築工事のみの場合は、「なし」と記載します。 

 新築工事において端材の発生量がわからない等の理由で再資源化等に

要する費用を見込んでいない場合は「０」と記載します。 
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記 載 例 

 
再資源化等に要する費用を「０」と記載した場合は、特定建設資材廃棄

物の種類の欄に「なし」と記載します。 


